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 開会 午後１時30分 

 

○河野副委員長 

ただいまより、第４回地域医療と西予市立病院

等の在り方調査特別委員会を開会いたします。 

最初に委員長より挨拶があります。 

○源委員長 

源委員長が挨拶を行う。 

○河野副委員長 

早速協議事項に移らさせていただきます。これ

よりは、源委員長で進行をお願いいたします。 

○源委員長 

それでは御手元の次第に沿って進めてまいりま

す。３番協議（1）西予市民病院及び野村病院の

現状についてを議題といたします。まず冒頭に両

院長より御挨拶をちょうだいしたいと思いますの

で、西予市民病院菊池院長よりお願いいたします。 

○菊池西予市民病院院長 

皆さんこんにちは。今日はこんな大事な会議に

参加させていただきまして、ありがとうございま

した。先月でしたかね、こちらの地区議員さんと

お話しさせていただいて現状を訴えたつもりなん

ですが、その後だんだん状況が変わってます。で

すからその辺をまた今日追加して話しさせていた

だいて、今後のいろんなことを皆さんの知恵をお

借りして解決していきたいと思っています。いろ

んな言いたいことはいっぱいあるんです。あとま

たよろしくお願いします。 

○大塚野村病院院長 

野村病院の院長の大塚です。４月から病院長を

しております。ただ長年副院長として、幹部とし

ていろんな会で関わってきましたので、分かる範

囲で答えを出していきたいと思いますので、今日

はよろしくお願いします。 

○源委員長 

ありがとうございます。 

それでは早速になりますが、まず、西予市民病

院の現状について等を菊池院長からお話しいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○菊池西予市民病院院長 

幾つかあるんでまとめますと、まずは日々やっ

ぱり人員が減少して医療収益もだんだん減ってき

てます。この原因はいろいろあるんですが、今の

まま何もしないとやっぱりこれなかなか厳しくな

ってくるなと切に感じています。この議題も本当

はもっとじっくりするべきだし、皆さんの御理解

いただいてやればいいんですが、なかなかその余

裕がなくなってしまってて、例えば、最近の新し

い情報では、うちの外科医が１名９月から減って

しまいます。これはいろんな理由があるんですが、

あと、野村病院さんも看護師さんが減ってしまう

ということで、やっぱりちょっと待ってるとだん

だんだんだん病院がもうしぼんでいってしまいよ

る状態なんですね。ですから、何か新しいことを

早く活動というか運動しないと、これ本当に年度

末までもたないんじゃないかというのが、もうす

ごい危機感としてあります。なかなかこれ簡単な

問題ではないんですけど、やっぱり１番具体的に

言うと今言った救急体制のことは１番問題になり

まして、例えば二次救急を担当しないんだったら

何とかやれるぐらいの人員があるんですけど、救

急をずっと維持しようと思ったらやっぱり医師、

看護師が足りないということですから、うちだけ

ではなかなかその集約ってのも難しいですね。野

村病院さんの人員をお借りしてもどうかなという

ぐらいのとこで、ましてやさっきの外科の担当の

こと言いますと、外科医の当直できるんが今４人

なんですけどそれが３人になってしまいます。で

すからここは今いろいろ対策を考えたんですけど、

愛大のほうの御協力とかいただかんととてもちょ

っと回せなくなるかもしれない。最悪西予市の場

合は二次救急を１日おきしか出来なくなるという

ことも考えておかないといけないということです

ね。それについては、やっぱりもう１つ思ってる

のは、住民の方へ正しい情報を伝えないと、これ

やっぱり誤ってしまうんじゃないかと思います。

市民の方はいろんな情報が入ってますけど、多分

恐らく不正確というか状況分かっておられるのか

なというのは、時々思いますね。ですから、今の

状況はどんな感じでこれからどうなるかっていう

ことを、新たに示してあげないと、これは正しい

判断というか、私はやってることを認めてもらえ

ないかと思っています。近くの課題ですが、来年

４月から三瓶の方の救急をうちが受けるようにな

ります。そうすると、今のキャパシティーがなか

なか厳しいので、対策を打っておかないといけな

い。病床もですけどもうちに人員確保して、やっ

ぱりある程度八幡浜市立にお願いするんですが、
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それにしてもうちの力がないと、とても支えられ

ないとこありますので、その辺も含めて、早めに

準備をしないとこれは本当に期限決まってますの

で、やっぱりあんまり猶予がないのかなというの

は、実際の実感であります。こういう議論今させ

ていただいてますけどこれ本当言うともっと前か

らやるべきことやったと思います。もう問題は前

から起こってたはずなんで、それは僕らも含めて、

行政の方、住民の方も見てなかったのかなという

のは本当にもう実感でありますから僕らも含めて

本当反省せないけんことやと思うんですけど、今

は止まってるわけにいきませんので、取りあえず

進まないと駄目だと。どう進むかってのを皆さん

の知恵をお借りして決めたいと思います。ですか

ら、やっぱり今の段階では自力の再建ってのは厳

しいかなというのも実感なので、その辺とこでま

た後でお話ししたいと思います。 

○大塚野村病院院長 

野村病院の現状です。まず西日本豪雨の後に、

住民の人数というか患者さんがぐっと減ったなっ

ていう感覚がありました。その後コロナになりま

して、外来の患者さん自体は、少しずつ減ってく

る感じでありましたけども、コロナ患者さんの入

院を抱えて、かなり看護師さんの負担が増えまし

て、どうしてもほかの患者さんにうつしてはいけ

ない、家族にうつしてはいけない。そういったプ

レッシャーの中で、かなり疲れがたまって、離脱

してしまった職員等もおりまして、その後、なか

なか看護師等含めて、職員の採用がうまくいって

なかった状況で、どんどん定年を迎えて夜勤ので

きる看護師さんがどんどん減っているというのが

状況です。今の病棟を維持するには夜勤のできる

看護師さん 21 人いないといけないんですが、そ

れぎりぎりになっております。ちょっと秋には夜

勤が出来なくなる看護師さんが出そうなのと、ち

ょっと介護休暇を申請されてる看護師さん等もい

まして、もうちょっと最悪マイナス３ということ

で病棟基準をクリア出来なくなってくる状況があ

ります。また、薬剤師に関しても４月から１人に

なってしまいまして、１人でやってますので、か

なり時間外が増えてしまって、体調面もそうです

し精神的な面もありますし、もう休みも取れない

ような状況で、なかなか厳しい中やっていただい

ているような状況です。あと二次救急もやってる

んですが、外来で対応する看護師を確保出来ない

ので、病棟から降りて対応してもらうようなこと

もやってますし、休みの日直をしてなかった看護

部長等も出てきていただいて、何とか救急対応に

回しているような状況です。一応隔日で救急をや

ってると言ってますが、もう既に外科系の救急は

２年以上前から出来てない状況で、大学から月に

２回ほど来ていただいてますが、外科も整形外科

もなくて、手術室も閉めてますので、実際受入れ

られる患者さん内科系も含めて、専門的な治療を

必要な患者さんも増えてますので、二次救急やっ

てますが、うちで対応できる救急は限られている

のかなというところで、やはり救急に関しても集

約してある程度、人数等多くの疾患を見れる状況

に持っていかないと、ちょっと住民のためにもな

らないのかなというところがあります。先ほど言

ったように野村病院としては病棟維持がなかなか

難しくなってますので、人数を減らせばやれるか

もしれないんですけどそうすると収益が落ちると

いうこともありますので、もう、一本化してやる

べき時期も、近い将来になっているのかなという

ところで、その辺も皆さんと相談しながら対応し

ていきたいなと思ってるのが現状です。 

○源委員長 

ただいま市民病院そして野村病院の現状につい

て、両病院長より御説明をいただいたところです。

まず、ここで委員の皆さんから、両病院に対して

質疑等がありましたら挙手の上お願いをいたしま

す。 

○中村委員 

三瓶選出の議員としてお尋ねいたします。先ほ

ど菊池院長のほうから、二次救急の集約について、

三瓶が入ってくるとなかなかだということがござ

いました。議案第 65 号の審査に当たりまして慎

重な判断を私どもしないといけない現状がござい

ますが、三瓶の救急について、今回の議案が通ら

なかった場合、二次救急集約は出来ないとどうな

るのか、二次救急の集約をして、来年４月から三

瓶への外来、三瓶から来る救急についてはどうい

う対応されるのかを少し詳細に教えていただけれ

ばと思います。 

○菊池西予市民病院院長 

実はというとまだ具体的なことを試算してるわ

けじゃないんですが、救急車の数からいうと、今
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野村と宇和で多分年間 1,100 件ぐらいでしょうか

ね。三瓶の方入ってくるとそれプラス 180 とか

200 とかプラスになると思いますね。そうすると、

病床数が今 100 床なんですが、これで急性期の病

床は 50 床しかないんですね。救急急性期の方は

取らないけませんから、しかもその 50 床言って

も看護師さんが少ないから実際入れるのは 30 床

とか 40 床しか入れれないんですよ。だから看護

師さんが増えたら定員が増やせるというか 50 床

近く入れれると。あとは患者さんを急性期の人を

どんどん慢性期に移していって在宅に、そういう

流れをつくるためには、やっぱり３病棟、療養病

棟とかないとやれないなと思ってるんですが、そ

れについては人員が足りなかったら出来ません。

あとは三瓶の方が１番多分気になるのは八幡浜に

掛かってる方ですね、八幡浜に掛かってる方は僕

は実際八幡浜のほうが診療科も多いしパワーあり

ますから本当は八幡浜市立優先で本当は行ったほ

うがいいんですけど、ただそこがまだ話合いが出

来てなくて、市長さん同士ですかね。希望だった

らいけるというふうになっておりますけど実際そ

の現場では、例えば下のほう末端のほうまでそこ

まで徹底できるかどうかちょっと不安があります。

ですから、取りあえずうちが見て、それから、宇

和島とか八幡浜に専門のところに送らせていただ

くという形になる。取りあえず僕としてはまず受

けることはしないといかんと思ってるので、うち

の段階で断ることは、やったらいけないと思って

ます。そっから例えば、どこに行っていただくと

いうことを、振り分けというか、言葉悪いですが

そういうことをさせていただく。入院があれば、

うちに入院にできるパワーはやっぱり欲しい。そ

のための人員とベッドが欲しい。そのためには、

集約しないで今の人員ではちょっと、今以上に入

れないんですよ入院が、だから今１日おきの救急

でもそんな状態ですからこの野村の方を受入れて、

三瓶の方を受入れて、とても足りません。ですか

ら、その辺の状態を確保しないと駄目だと思いま

す。それから今のまんま、いきなり三瓶の方が、

来ていただいてもなかなかちょっと厳しいなとい

うのがあって、むしろこの話がまとまったら動き

出さないといけんと思ってるんです。どうやった

らやれるかということですね。ここはもう本当は

早く動き出さないと人員のこともありますし、病

床のこともありますし、やっぱり時間が欲しいか

なというのはあります。その辺りでいいでしょう

か何かほかございますか。 

○まつもと委員 

ちょっと整理してもらいたいんですけど、今回

の議案は、指定管理者の指定で、二次救急と一本

化は、指定管理者の指定にかかわらず、西予市の

地域医療の課題で、今も進行中と考えていいんで

すよね。二次救急集約はしないといけない課題だ

として、西予市も取り組んでいて今も継続中、指

定管理者の指定とはまた、違うとは言わないんで

すけど、と捉えてるんですけど、どうでしょうか。 

○源委員長 

私のほうからお答えします。まつもと委員がお

っしゃられるとおり今回の議案はあくまで指定管

理者の指定ですが、それについては、今、中村委

員が言われた二次救急のことも含みますし、ただ

議案自体二次救急どうのこうのじゃなくて、あく

まで今回は、両病院及びつくし苑について、指定

管理者として地域医療振興協会がふさわしいかど

うかを問われているのが今 65 号でございますの

で、ただ、今日両病院長に来ていただいたのはあ

くまで現在の病院におかれている現状についてを、

皆さんのほうに、正確に知っていただきたいとい

うことと、委員の皆さんからもそういったお声が

ありましたので、今日は無理を言って御出席いた

だいているのが現状でございます。 

○まつもと委員 

菊池先生にちょっと１点、先ほど二次救急今や

り続けるのとてもしんどい状況だと教えていただ

いてありがとうございました。１日置きになるか

もしれないっていうふうにおっしゃられたのは、

これは二次救急集約しても、１日置きになるかも

しれないということをおっしゃっておられるのか。

指定管理になったとしても医療人材が増えない限

りは１日置きになるかもしれないという危機は、

脱していないということなのかちょっとそこら辺

詳しく教えていただけますか。 

○菊池西予市民病院院長 

そのとおりですね。協会が入ってきて人員がど

れぐらいなるかってまだ全然めどが立ってません。

今のまま例えば野村病院の方が来ていただくと、

恐らく人員的には何て言いますかね今２人で夜勤

してるんですが、内科外科系それが１人夜勤にし
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て、もう一つ外科系を待機とかいう方法を取った

りとか、あるいは外科のアルバイト雇ったりとか

して集約すれば、毎日多分できるようになるかな、

これも希望的なことはもちろんあるんですけどね、

そうならないといけんと思ってるんです。１日お

きというと本当に意味ないというか本当に住民の

方に大変なことですから、そこはなるべく避けた

いので、ただ今何もしなかったとすると、野村の

方は野村で御自分の医療をして、うちはこっちで

やってるとばらばらにやってると、恐らくこれは

野村病院さん今言ったように、救急は多分ベット

がなくなると出来ないですよね。だからそうなる

のを防がないと駄目だと思います。だから、野村

病院さん今までちょっと本当大変なんです外科系

なしでずっと内科の先生やってるので、これいつ

までも多分もたないと思ってますから、今の現状

を続けるのはちょっと危険かなということは思っ

てます。 

○山本委員 

関連してですけど二次救急をやるっていう市長

も言われておるんですけども、市民病院に二次救

急やるとして外科のドクター、内科のドクター、

これ何名必要というふうに考えられておりますか。 

○菊池西予市民病院院長 

ちょっと難しいとこあるんですが、最低今の働

き方改革かなり絡んでくるんですね。あれだと週

１回の夜勤と月２回の日勤という制限があるんで

す。ですから、今のところ内科だったら多分７、

８人おれば何とか回せるかなあとは思うんですが、

外科系はとても回す数がないです。ですからそこ

をアルバイトだとか、オンコールって本当は実質

は当直なんですけども形だけオンコールみたいに

再考してやらないと難しいだろうというのはもち

ろんあるんですね。ですから何人いて本当は、や

っぱり内科外科両方とも、７人から８人ぐらいは

欲しいとこです。ですからなかなかそこまでは厳

しいからというので、内科に関して言うと野村の

先生が来てくださったら足りるかなという皮算用

はしとるんですけど、外科系はちょっと厳しいで

す。これはもうどこにいってもいませんので、ド

クターが、だからそこで今さっき外科減ると言い

ましたけど、何とかその局にお願いして夜勤の当

直のアルバイト、非常勤ですね、来ていただくこ

とをお願いするしかないかなと今思っとるんです

が、それもそんなにたくさんは出来ないので、今

のところまだ厳しいかなというところであります。

これできる方向にはなるべくしたいと思っており

ますが、もちろん、全然見通しが今のところたっ

ていません。特に外科系のドクターは本当にどこ

もいないんです。 

○酒井委員 

２点ほどちょっとお尋ねしたいんですが、先生

が骨を折っとるんですよね今先生が、看護師さん

らはやめるやめると言うことを聞かない。止めて

も言うことを聞かない。そういう中で、私は１番

心配してるのは大塚先生にしても菊池先生にして

も、もうこんなとこは嫌ぞというようにならない

ようにしてください。これが１番なんですよ。こ

んな議会の現状の把握、厳しさ、これがわかんな

いような議員さんばっかりがたくさんおる、この

危機意識これを持てないような議会だったらもう

嫌ぞと院長も辞める、市民病院も辞める、野村病

院やほかの病院何ぼでも引継ぎがあるんだからと。

いうような意識にならないようにひとつお願いし

たいと、これが私の１番の願いです。これをやら

れますと、もう精神的にメンタルな面でも我々も

本当に市民のために一生懸命やってる、今日の話

もありましたけど痛みはどっかで改革が伴うとい

うことでございますけれども、これは一つ切にお

願いします。 

２点目は、実を言いましたら、二次救急の場合

に、現在の現状認識を見ましたら、野村病院の看

護師さんを市民病院へ回さなかったら、三瓶の医

療も分署の問題がありますから、上がってきたと

きに、先生はまだ完全なお話を八幡浜病院とあん

まりしてないというお話でしたけど、それが何ぼ

したって、野村の看護師さんやお医者さんを少し

回さないと、現実に出来ないということなんです

よ。だから、野村の病床がなくなることによって

三瓶の医療が守られるという問題がある。私はそ

ういう解釈してます。だからこの問題をもっと現

実に、現状の把握をもっと厳しい先生の内容は私

は理解、先生の立場のことは理解あんまり 100％

してるわけじゃないですけども、もう働き方改革

の問題から菊池先生の残業時間の問題からずっと

長いこと取り組んでますんで、これを解決するた

めにはもう方法はないというような考え方を持っ

ております。もっと議員さん、議会も、その現状
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の厳しさをもっと理解しないと、このままだった

ら本当財政も駄目になりよる、命の不安というか、

そういうものもどっかで改革しなきゃ駄目、痛み

はどっかで受けなきゃ駄目、このような問題が出

てくるんじゃないかと思いますが、先生、一つも

う腹決めて西予市と一緒に沈没してくださいや。

命ある限り。 

○菊池西予市民病院院長 

私も元気なほうじゃないんで体もたんかったら

やめますけど、もつ間はこの成り行きを見さして

いただこうというのは思っております。 

○大塚野村病院院長 

職員の状況によってなかなか病棟維持が難しい

っていうのもあって、一本化やむを得ないかなと

思ってるんですけども、ただ、まだそこを住民や、

野城地区の人に十分説明がいってないので、もう

入院するところがなくなるとか、施設を運営して

いる先生ももう入院引き取ってもらえるところが

なければもうやめようかみたいな話が出て、そこ

を、一本化したら、急性期だけじゃなく、回復期

とか慢性期とか、その辺も何とか回せるような市

民病院として運営できるような形で、私は尽力し

たいなと思ってるところであります。またこの前

救急日に、三瓶の方がわざわざ宇和の休日当番医

を相談されてこちらに来ていただいたりして、三

瓶の方も西予市全体としてこう一体感を持ってや

っていただいてるんだなというのを感じたので、

西予市全体を何とか見れるような体制に出来たら

なと考えております。 

○大森委員 

移行後のことですが、現在の医者は引き続き残

ってもらえるのでしょうか。 

○菊池西予市民病院院長 

まだ確定出来ておりません。これから協会が多

分入ってくると協会と、ドクターと個人交渉にな

ると思います。入ってこなかった場合どうなるか

はまだ決めかねております。多分、今んとこどう

でしょうね。個人的に聞いてる範囲では、何人か

は、退職するいうのは言ってますが、どこまで本

気かどうかも分かりませんし、ここはこれから確

定していかないかんと思います。 

○大森委員 

現在の診療科は、移行後、維持存続できるので

しょうか。 

○菊池西予市民病院院長 

さっき言いましたけど、外科医に関しては今年

１人減って１人になってしまいます、そのドクタ

ーが、来年残ってくださるというまだ保障がない

ので、外科がなくなる可能性が、だから泌尿器に

ついても、まだはっきり態度されてないので、な

くなる可能性はあります。ですけど、透析に関し

ては、何とか内科でも維持したいと考えています。

泌尿器科については、ドクターがないといけませ

んので、透析に関しては何とか内科と非常勤で何

とかやりたいと思っております。 

○大森委員 

大塚院長にお伺いいたします。地元をよく知る

看護師が、野村城川の住民の命と健康を守るとい

う観点に立てば、50 床を残してもらいたいと発

言をされました。現場をよく知る者の発言として、

非常に重みのある発言だと思いますが、野村病院

は無床化にという今御提案です、市のほうからの。

このことについて院長どのようにお考えでしょう。 

○源委員長 

あくまで両院長については、これからというよ

りも、現状の認識についてを今日説明していただ

くために来ております。その辺りのことについて

は先ほど菊池院長もおっしゃられましたが、これ

から先、正直この議案が通るかどうか今非常に微

妙な情勢の中で、そういったことを多分お答えで

きるのは、非常に私は難しいし、ふさわしくない

と思いますので、そういったことは次の医療対策

室に移ってから願いたいと思います。 

○酒井委員 

議会の議決によってその態度もやめる先生らも

全部違ってくると思うんですよ。これからも。議

会がこれから今背負わされてる案件が出てるんで、

それの結論によっては、やめる先生も出てくる、

残る先生も出てくる、看護師さんでもそう、そう

いうことになろうと思いますんで、その辺りはな

ると思うんですが先生どうですか。 

○菊池西予市民病院院長 

ドクターのほうも聞いてませんけど、その以外

の人間聞くと協会になったらやめる、あるいは協

会ならんかったらやめる両方います。ですから、

どちらが多いか分かりませんけど、ただそれを何

とか、残るようにするのは僕らの仕事なんですけ

ど、やっぱいろんな考えを持ってるので、それを、
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いけんとかどうとか言えないんですよね。ですか

らなるべく後でよかったですが、なるべくその新

しいビジョンを明確にして、こんなことやるから

何とか残ってくれという話持っていかないと、多

分今のまま曖昧なままだと恐らく残る人も残って

くれないいうことになりかねないので、今日申し

上げたかったのは、早くその先のことを示してあ

げて、こうやってこういう医療をして、だから残

ってくれというふうにとめていかないと、今のも

う本当に曖昧、あやふやな状態であると本当一人

一人抜けていってしまって、病院がなくなってし

まう、そんな危機感があります。ですから、どう

いいますかね僕は今この会議とかもものすごく皆

さん注目されて、周辺市町村もそうだし、県とか

国も見てると思いますよね。ですから、ここでや

っぱりある程度頑張っていいもの描かないと、も

うこれはもう先がないんじゃないかと思ってます。

ですからそういうふうな、早く新しい先を全国モ

デルの本当は大きなこと言うと、モデルになるよ

うなことをやっていかないと、多分若い子たちは

残らないんじゃないかと。ちょっとしぼんでく。

だからここにはいてくれないんじゃないかと思い

ます。 

○中村委員 

先ほどまつもと委員からの御質問で、二次救急

の集約とそれから今回の指定管理者のことは別問

題なんだろうという話ありましたけれども、どう

なんでしょう、ずっと以前から、西予市が合併し

たときから、２病院のことについての協議はあっ

たというふうに聞いております。７年前に私厚生

常任委員会におったときに新病院改革プランとい

うものを西予市が立ち上げて、そのときにも二次

救急の集約ということは明文化し謳われておりま

した。そして７年がたって出来ず、今回の指定管

理者の導入ということを、市長が御提案された、

それは二次救急を集約化するということも大きな

柱として挙げてあるということですから、議案第

65 号の賛否に関わることについては、私はこれ

は相当重みを持って受け止めておりますので、そ

こは別問題だということはちょっといかがなもの

かと思っております。 

○源委員長 

このあたりのことについては、今日はあくまで

先ほど申し上げましたとおり（1）については、

両病院の現状を聞く場、（2）については、前回、

委員の皆さんからありました、いわゆる要綱、仕

様書、業務計画、収支計画についてを、医療対策

室から説明していただく予定です。このあたりの

議論は相当あるというふうに思っておりますが、

このことについては、来週６月 21 日金曜日開会

いたします第５回特別委員会において、基本的に

は、前回の厚生常任委員会でありましたような、

議員間討議を行いながら、協議を議員の中で進め

ていきたいと思っております。皆さん御承知のと

おり、大変お忙しい中、今日御出席いただいてお

りますので、両病院の現状に関する質疑これ以上

ないようでしたら、一度この場で（2）に移りた

いと思うんですが。 

○まつもと委員 

３つお願いします。大塚院長さんの薬剤師４月

から１人になられたと御報告いただきました。も

ともと２人おられたんでしょうか。おやめになっ

た理由っていうのは分かるんだったら教えてくだ

さい。あと、先ほど菊池先生が協会だったらやめ

る、協会にならなかったらやめるっていう、どち

らもおられるっていうことでした。もし分かって

いる理由があったらそれぞれ、そこに課題がある

かなというふうに思うので、もしあれば教えてい

ただきたいです。あと、二次救急の集約は絶対し

なければならない課題ということが分かっている

状態で、指定管理になろうがならまいが二次救急

集約しないといけないとするならば、今までよく

言われてきました両病院の確執とか、それでなか

なかうまく統合出来なかった集約できなかったっ

ていうことが、今はできるとおっしゃっていただ

けるのかどうか、この３つ教えてください。 

○大塚野村病院院長 

野村病院の薬剤師の件ですが、やめた薬剤師は

地元に帰って調剤薬局のほうをお手伝いするとい

うことになって退職されてます。 

○菊池西予市民病院院長 

さっきの、やめるやめない話ですが、これ実は

いうと又聞きなんですよ。あいつがこんなこと言

っとるってのが耳に入ってくるだけで、本人と話

したことないので、何で協会が嫌で協会が良いか

っちゅうのは本当のことは分かりません。ですか

らやっぱりそういう協会に対するいろんな思いが

あるのは確かなんで、やっぱり一方偏ったらいけ
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んなと思っただけで、具体的なとこすいません、

その個人確認したわけじゃないです。ですけど、

いろんな人がおるなというのがありますね。確執

ですね、これはあんまり言葉で言っていいのか、

難しいんですが、僕は今はあんまりないと思って

おるんです。というのは最初確かに言われたその

二次救急集約するために相当何年もやりました。

そんときに、やっぱり両方の病院の意見が合わな

かって、単に僕の立場のことを言わせてもらうと、

野村の方が何人か来てくださったらできるように

なるのになってずっと思ってたんですけど、それ

が出来なかったから出来なかった。理由は先生が

御存じかもしれませんけど、でも、もっと僕は大

事なことは言いたいことは、野村と宇和の医療に

対する考え方が僕は違うと思うんですよ。どう違

うかというと、僕は何て言いますかね、ここは、

宇和島を守るといいますかね、変な言い方ですけ

どそのために、なるべく頑張って無理なことまで

やろうと一生懸命してるつもりなんですよ。です

から皆さんしんどいんですね、医者とか看護師さ

ん、野村の先生の方は、ある程度無理なことはせ

ず全部回して紹介したらええやないかとかそうい

う考えがおありだと思うんですよ。先生違ったら

直してください。そういうことがあったので、宇

和から見ると、何で僕ら頑張っとんのに野村はと

いう言い方をするわけですね、野村からとすると、

何で無理なことするんやという言い方をする、そ

こは会議の中でちょっとある人がバチバチやって

しまったので、余計こう盛り上がった感あるんで

すけどそれは考え方がちょっと違うんです。僕ら

としたら、なるべくその二次救急でも上のレベル

というかできるだけ頑張って宇和島に負担かけた

くない、だから頑張ろうで一生懸命やってる、そ

れを野村から批判されたら腹立ちますよね。何で

やっとるん言われたら、何で自分らがこんなしん

どい思いしとんやってなりますから、その辺のこ

とが多分根底にずっとあって、もう一つは収益の

件でいうと確かに、うちの場合は野村病院ほど経

営状況よくなかったので、野村頑張って経営節約

して頑張ってるのに、何で宇和とか西予は頑張ら

んのやというのが多分野村方の意見だと思います。

ですからもちろん反省するとこあるんですが、僕

は仕事に関しては僕やってると思うので、経営の

悪いのは、僕は上の者の責任だと思ってますから、

だからそこら辺の多分いろんな食い違いがあって

今まで来てたと思います。ですけど、今の段階で

は大塚先生変わられたんですけど、昔ほどの確執

はないと思っているので、一緒にやっていけると

思っています。 

○大塚野村病院院長 

野村病院としては、以前は大学からの派遣等も

ありまして難しい内視鏡の手術とかも出来てはい

たんですけども、引上げありまして、できる範囲

でというスタンスになってまた高齢化も進んでま

すので、在宅とか緩和ケアとか、そちらのほうに

シフト行った経緯もあります。また、整形外科も

手術をやめたので、手術終わった後の回復期であ

ったり慢性期の受入れということで、ベッドを回

している状態で、救急車で運ばれるような方を全

部見えるかっていうのはちょっと見れてないとい

うところ先ほどお話ししたような通りで、ただそ

ういった機能も西予市としては必要なので、一本

化する際には、やはり今頑張ってる先生には急性

期頑張ってもらって、我々は慢性期、復帰期その

辺に重点を置いて、一緒に融合できればなと思っ

ております。また病床維持に関しては、50 床あ

ったらいいなということはあるんですけども、今

40 床程度で看護師さんからもういっぱいいっぱ

いだというお話をもらってましてこれ以上増やせ

ないというところと、先ほど言ったように夜勤で

きる看護師がいなくなっています。青森の病院の

ほうも、救急車が来たら、病棟の看護師さんおろ

して仕事してもらってたら、救急に当たっている

時間は、病棟勤務じゃないのでということで診療

報酬を幾らか返すみたいな報道もありまして、や

っぱり病棟外来兼務っていうのはなかなか働いて

る看護師さんもしんどいですし、そういう診療報

酬上のリスクもありますし、少ない人数で夜勤を

回すと、昔と違ってかなり高齢化して手のかかる

人もいますし、認知症で徘回するような人もいて、

かなり転倒、訴訟のリスクも上がってくるという

ところで、やはり集約して十分な看護師さんで見

てあげる体制をとるのは必要かなと考えておりま

す。 

○宇都宮久委員 

菊池院長にお伺いしたいんですけれども、宇和

地区の説明会のときに来ていただいた中で、僕た

ちが１番恐れとるのは、民間譲渡になることを恐
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れてるんですっていう説明をいただいたと思うん

です。私ちょっとずっとそれがひっかかってて、

民間譲渡になることを恐れているっていうことは

どういうふうになるのか、御説明いただけたらと

思います。 

○菊池西予市民病院院長 

民間譲渡ってのは、相手が定まらんということ

ですね。今回地域医療振興協会出てますけど、や

っぱりちゃんとした相手だったらもちろん民間譲

渡もいけると思うんですよ。ただ民間譲渡になる

と、やっぱり利益優先とか、いろんな医療法人が

あるので、そういう人が入ってくると。どうして

も待遇悪くなるのは明らかにある。いろんな医療

サービスもかなり低下するだろうというのがあり

ます。例えば民間だってそのもうかる部門にはバ

ーンとお金使うんですけど、そうでないところに

お金を人を配置しないとか、あるいは、人件費な

んかも多分かなり厳しくなるだろうなということ

があってそうなるとますます今の退職に拍車がか

かってしまって、本当に病院として形残るんだろ

うかなというところは思います。今回指定管理に

ついては、いろいろ問題あるのはもちろん分かっ

たつもりですけどまだその相手が、あとしっかり

したところであるということと、いろいろ補償と、

何か今考えていただいてることであると病院が残

る。やることがいっぱい、きちっとやることがあ

りますので、それをできる体制がとれるんじゃな

いかとかその辺を期待して思っております。です

から民間譲渡ってのは、実際は経験したわけじゃ

ないですけど、ただ医療法人っていろんなありま

すから、もう本当にひどいのはいっぱいあります。

だからそういうところに買われたらもう、職員が

かわいそうですね。 

○大森委員 

野村城川地区からの市民病院への通院を考える

と、野村城川地区からの受診抑制が進むことが危

惧されるなと私思うんですけども、ちょっと遠い

から、もうちょっと我慢しようかとか、早期発見、

早期治療と逆行して受診抑制につながることを危

惧しておりますが、そこらはどうお考えでしょう

か、それともう一つ病床廃止に伴い在宅療養にシ

フトとあったんですけども、そうなると、本当に

老老介護での在宅介護というのが想像されて、各

家庭本当に大変な状況に高齢化も進んでますし、

大変な状況になるのではないかと考えられますそ

こらも、それとこの間何回も医療従事者の方とお

話をする機会があったんですが、医療従事者の看

護師の方から、もっとこうしたら看護師増えるの

になあという意見がどんどん出るんですね。私も

例えば看護師の住宅とかをちょっと考えてもらっ

たら若い看護師さんたちが来るんじゃないかとか、

現場の看護師がどうしたら私たちの仲間が増える

のかっていう観点から、いろいろ本当に考え持っ

てらっしゃるんですね。もう難しい難しい、やめ

ていくやめていくっていうお話なんですけども、

現場の医療従事者とのそういうお話合いどうした

ら病院を守っていくことができるのかという立場

での、医療従事者との話合いっていうのはやられ

てるんでしょうか。現場の声が１番だと思うんで

すね。それとやっぱ住民の声が１番で、経営より

も住民のために何をしなければならないのかとい

う観点で物事を考えてもらい、大変だ大変だって

いうだけじゃなくて、そういうことです。 

○菊池西予市民病院院長 

全部覚えてないかもしれませんが、在宅療養に

移行するってのは確かにこれ一部の話ですね。た

だそれやらないと駄目なんです。さっき言いまし

たけど、今はその病床のことを言いますよね。だ

から病床は何で欲しいかというと、療養する場所

がいるから、ただ今の状況では、長期の療養でき

る病床って本当に限られてるんですよ、今急性期

うちは急性期病床と包括ですけど、これ療養病床

がなかったら長期に療養出来ないんですよ。です

から、野村病院さん今まだ療養じゃないはずなん

で、そういう状況ではないはずです。ですから、

今後は長期になって病院におるってことはなかな

か出来なくなる。だから在宅だとか施設だとか、

そういうことを国がどんどん進めていってるので、

病院で長くいるっていう発想は、持てなくなって

くると思います。ですから、そのため病床を維持

するのはちょっと違うと思いますね。それから、

看護師のことですけどね、看護師さん確かにやめ

ることについては、私は多くは関わってないけど

看護部長が相当面接とかしてくれてます。ですか

ら、いろんなこと話を聞いてくれてます。ですけ

ど、今住宅の件は僕一部だと思いますね。確かに

これは恐らく野村の方がこっち来るとしたら、こ

ちらの宿舎が要るとかとか、あるいは夜勤で帰る
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ときに泊まるところが要るとかそういうのは多分

あると思うんで、そこはお聴きしてますからそれ

はできると思ってます。ですけど、住宅建てるわ

けにいきませんが、借り上げることができるかも

しれないのでそういうのはできるんじゃないでし

ょうか。だからそれについては別に考えておりま

すけど、そこはまた別の問題のような気がします。

やめる理由はほかにいっぱいあります。それから

もう一つ、受診抑制ですね、これ話したかったん

ですが、ちょっと話長くなりますが。僕は今回の

議論で１番問題な野村城川の方の話ですね、僕は

それ１番大事だと思ってます。ですから、病床残

せないかと去年ずっと考えておりましたんで、僕

は内科医として野村にいたら病床欲しいんですよ。

これは本当に中でやりにくいんですね。ですから

何とか残せんかなと思ってました。一時期その

19 床の有床診療所っていうのも考えてみんなで

議論したことがあります。ですけどこれを夜勤っ

てのは病床があったらほとんど看護師さん同じぐ

らいいるんですよ。ですから、病床を保つことは

なかなか難しいとの結論になった。ですから、次

どうするかというとやっぱり野村城川の人をどう

やって守ってあげるかいうことを考えなければ、

僕はちょっと突飛な感じですけど、今、野村病院

を無床化するって市はマイナスイメージでやって

ますけど、病床は確かに持てないですけど、地域

医療センターでも何でもいいんですが、そういう

ふうな西予市の中心的なことをやっていただく施

設に変えていったらいいんじゃないかと思うんで

す。だから在宅、終末期医療しかり、保健、福祉

しかり、その辺のいろんなことをまとめてやるよ

うなセンター化したほうが、若い方がやってきや

すい、それを例えば住民サービスもやっていく、

１番思ってるのは、遠隔医療ってのはしんどいと

こなんですが、今遠隔診療国が進めてますよね。

あれが導入出来たら、今あれインフラがかかるん

ですけどね。ですけどあれをやると、今、ドクタ

ーが巡回診療で行ってますけどあれ看護師ができ

るようになるんですよ。ですから、毎回でないで

すけど看護師さんがいけるということは、毎日で

も行けるわけですね。しかもでかい車でなく小さ

い車で行けるんですよ。そういうふうなことを整

備すれば、通院の困難な人に対して対応できるん

じゃないかな、そういうことを含めて整備すれば、

今言われたような通院困難でもある程度は、対応

できるんじゃないか、もちろんその病院行きたい

と、もちろん病院行くんでしたら野村病院は、今

回診療所になっても、外来は今どおりもっと多分

充実すると思うんですよ。ですから、外来に関し

て言うと、全然僕はいまと変わらないと思います。

昼間の時間帯では、ただ入院がないということで

す。時間外がない。時間外と入院が出来ませんけ

ど、昼間の診療は全く今と同じはずですから、だ

からそこはちょっとお考えが違うんじゃないかな

と。だからむしろ、住民の方をどうやって支えて

いくかを考えていかないかんと思います。 

○山本委員 

先ほど大塚院長の野村病院の職員の方も指定管

理になったらやめるとか、ならなかったらやめる

とか両方現状としていらっしゃるんですか。 

○大塚野村病院院長 

現状としたらそういう意見も聞いております。

ただ、給料面とかその辺がまだはっきりしてない

というところが、１番の問題かなというところな

んですが、その辺はやっぱりまだ指定管理指定さ

れてませんので、どんだけこう人が残ってくれる

かとかいう調査も出来てない段階でちょっと難し

いみたいな話は聞いてるので、ある程度二次救急

一本化とか、そういった明るい未来をビジョンを

早めに出してあげるのが１番じゃないかなと思っ

てちょっと考えております。 

○源委員長 

両病院長無理言って来ていただいてますので、

想定した時間をかなり超えましたので、今の

（1）については、以上をもって終わりとし、次

に（2）医療対策室のほうからの説明に移りたい

と思います。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 19 分） 

○源委員長 

再開を告げる。  （再開 午後２時 30 分） 

続きまして（2）西予市民病院、野村病院、つ

くし苑に係る指定管理者選定委員会の経過等につ

いてを議題といたします。 

第３回委員会において、医療対策室から資料提

供するということで、皆様の下には既にお届きの

ことかと思います。なお、仕様書及び設置要綱等

については、行政で作成をされております。しか

しながら、事業計画書及び収支計画書については、
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あくまで地域医療振興協会が提出されたものです

ので、行政の答弁は、可能な範囲、これについて

は御理解をいただきたいと思いますし、それに基

づいて質疑をいただきたいと思います。答弁が難

しい場合はその旨で言っていただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。それでは、

浅野部長お願いします。 

○浅野医療介護部長 

平素よりいろいろと病院問題に関しましてはい

ろいろと御心配御迷惑をおかけしておりますこと、

この場をおかりしまして申し上げたいと思います。

市としましても、病院改革これ良しとして進めて

いるものでございますので、ぜひとも私どもの立

場としては、御理解をいただきまして、前に進め

ていただけたら非常にありがたいと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

それでは私から、ちょっと説明をさせてもらっ

たらと思います。今ほど源委員長から話もありま

したけども、前回５月 31 日第３回特別委員会の

折、市としましては資料に基づきまして、指定管

理に係る収支計画のお話であったりとか、選定委

員会の採点内容であったりとか、野村病院の病床

なくなった場合の交付税の推計であったりとか、

病院、つくし苑の償還状況だったりとか、指定管

理期間とかいうことも踏まえて資料に基づいて説

明したと思うんですけども、その折に、委員さん

から選定委員会での資料ということで先ほど言い

ました。設置要綱、仕様書、それから事業計画、

収支計画、それから収支計画書の別紙というもの

を、後日６月３日付けやったと思いますけども、

皆さんに送らせていただいております。皆様にお

かれましては、十分目を通していただいたと思い

ますので、事業計画、収支計画につきましては、

基本的には、先ほど委員長申されたように、協会

からの提案ということでございます。特に、その

提案を受けるもとになった仕様書につきまして、

ちょっと私から説明をさせてもらったらと思いま

す。そのあとまた資料に基づいての御質問であっ

たりとか、広い範囲での御質問を、また、私ども

答えれる範囲で、各事務長等とまたプラス両院長

も残っていただいておりますので、また重ねてそ

こら辺は質問を受け、総括できるかと思いますん

で、よろしくお願いしたいと思います。 

それで仕様書の説明になりますけども、この仕

様書につきましては、令和６年４月１日に地域医

療振興協会へ送付をさせていただいております。

市のほうの受理は４月 19 日となっております。

この仕様書は３施設の管理運営に係る市の条件を

提示して、協会からの提案を求め、その提案が、

配付させていただいております実施計画となって

おります。 

仕様書の内容の作成につきましては、病床機能

については、公立病院医療提供体制確保支援事業

で、昨年 12 月にちょっと新しい委員さんはわか

らないかもしれませんけども昨年 12 月に協会か

ら提案のあった再編計画Ｂ案のものを、ベースと

いたしております。診療科につきましては、現行

の診療科体制を継続することとしておりまして、

そのほか、市民病院での 365 日の二次救急対応の

実施、土居診療所の診療の継続、それから惣川地

区また遊子川地区の巡回診療の継続、野村・城川

地区住民の市民病院での二次救急受入れ後の野村

病院外来時診療受入れ連携体制の構築等をうたっ

ております。そのほか、ほかの医療機関、介護事

業所との連携であったりとか、小中学校、各施設

へのこれまでどおりの嘱託医の継続を行うことと

しております。 

診療管理体制につきましては、医療機関として

の安全管理体制や施設の情報発信を行うことにし

ております。その他、外来診療時間等に関するこ

と、職員の確保について、経理について記載して

おり、建物設備器具等については、現時点での整

備や修繕に関することを記載しております。 

最後に市で運営に関して評価チェックできるよ

う事業計画、事業報告、決算を求めておるものと

なっております。すいませんちょっと全体を網羅

する形の説明としておりますけども、簡単でござ

いますけど仕様書に関する説明は以上で終わらし

てもらったらと思います。あとはまた御質問等々

を、お受けさせてもらったらと思います。 

○源委員長 

それでは医療対策室からの説明は以上となりま

す。これより質疑に入ります。質疑のある方は挙

手の上お願いいたします。 

○加藤委員 

仕様書の３ページなんですけれども、８番職員

の確保についてですけれども、３番目の指定管理

者は３施設の医師以外の医療従事者は引き続き勤
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務を希望する職員は原則採用とするものとすると

書いてあるんですけれども、これは正職員だけの

ことですか、会計年度職員の方も含まれるんでし

ょうかその辺を確認させてください。 

○浅野医療介護部長 

会計年度任用職員も含まれます。 

○加藤委員 

会計年度任用職員も含まれるということで理解

はしたんですけれども、そのあと、地域医療振興

協会との話合いによってはこの方たちがまた正職

員になるっていうこともあるという考えでよろし

いんでしょうか。 

○浅野医療介護部長 

当然協会が、ある程度正職員数を大体計画して

ると思います。それに不足する場合は、その会計

年度任用職員の中から、正職員を希望される方を

募って正職員になっていただくような流れはお聞

きしております。 

○小玉委員 

職員の確保についてですが、今年も看護師さん

の募集は出されますか。 

○片山医療対策室長 

今年度の募集についてはもう出すようにしてお

ります。 

○小玉委員 

募集されるのに今までと同じような条件でまた

出されます。何か工夫して、今まであれほどした

のに、看護師さんが集まらなかったっていう現実

があるじゃないですか。だから何か工夫しないと、

今までどおり４回５回募集しても、定員の３分の

１、５分の１しか集まらないということが、また

同じように続くと思いますが。 

○源委員長 

小玉委員、看護師の確保は今日の議題ではあり

ませんので、ただいまの質疑は却下したいと思い

ます。 

○加藤委員 

３ページの経理についてという９番の中からち

ょっと質問させていただきます。９番の５番目な

んですけれども、指定管理者の収入の収受に関す

る内容は、必要に応じて協議するものとするとな

っておりますが、これは具体的にはどのような内

容ということで考えられておるんでしょうか。分

かる範囲でお伺いいたします。 

○片山医療対策室長 

こちらにつきましては一般的には一般診療の外

来とかそういったものもあると思うんですけども、

細かいところ、例えば自動販売機も設置してます

し売店とか、そういった入ってくるものを細かい

ところについては協議を重ねていくというよいう

ような意味で入れさせていただいております。 

○大森委員 

３ページの８職員の確保についてですが、３施

設の医師以外の医療従事者は引き続き勤務を希望

する職員は原則採用するものとするこれ先ほど加

藤委員聞かれましたが、（４）職員の確保につい

ての方針等について、市と協議しながら進めるこ

と。（５）職員に対する研修や自己研さんのため

の制度を整備し、職員の確保に努めること。

（６）ワークライフバランスの確保、子育て支援

の充実に努めること。これは指定管理者というこ

とでよろしいんですよね。地域医療振興協会がこ

ういうこの事項にどう対応する姿勢なのかという

ことは聞かれておりますか市のほうから。 

○片山医療対策室長 

実施計画書の 10 ページの人的基盤、そこら辺

に提案いただいてると解釈しております。 

○源委員長 

私のほうから申し上げます。管理に係る事業計

画書の 10 ページになります。 

○大森委員 

この回答となっているところを教えてください。 

○源委員長 

片山室長が申し上げられた通り９ページ、

10 ページあります 10 番 11 番が該当するかとい

う答弁でございました。片山室長の答弁はそうい

ったことだったかと思います。 

○大森委員 

４ページの 10 番建物設備器具について（１）

施設及び設備の整備は市が実施し、保守管理は指

定管理者が行うものとする。（２）施設及び設備

の修繕は、１件当たり 50 万円以上のものは市が

実施し、50 万円未満のものは、指定管理者が実

施するものとする。（３）機器及び備品の整備は

市が実施するものとし、保守管理は指定管理者が

必要に応じて実施するものとする。（４）機器及

び備品の修繕は、１件当たり 50 万円以上のもの

は、市が実施し、50 万円未満のものは指定管理
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者が実施するものとする。これ施設設備、機器備

品の整備は全て市が負担すると書かれております。

指定管理者は 50 万円未満の修繕のみというふう

なことになっておりますがこれは御理解、市とし

ては、納得をされとるということでしょうか。仕

様書ってのは市がつくられたんですよね。そうい

うことで、これは納得をしてこういうことを、納

得されとるってことですよね。 

○浅野医療介護部長 

当然この仕様書というのは市が、こういった仕

様に沿って、提案してくれという形で投げかけて

る分ですから、この決め事に関しては市が決めて

おります。 

○加藤委員 

大森委員が、言われましたところなんですけれ

ども、それでは結局は西予市民病院は新しいと思

うんですけれども、野村病院はかなりもう古くな

ってると思うんですけれども、大分老朽化してい

る点についても今後は、市がそういうことがあっ

た、老朽化で直さなくちゃいけないところが出れ

ば、市が全部見るという形での理解でよろしいで

しょうか。 

○浅野医療介護部長 

10 番に書かれてる仕様書の記載のとおりでご

ざいます。 

○大森委員 

この仕様書に対して、協会が管理に係る事業計

画書というのを出してこられたという理解でよろ

しいでしょうか。この管理委託に係る事業計画書

の中で、かなり市の負担お願いしますっていう文

言が出てくるんですが、それも御理解をされとる

ということでしょうか。例えば、事業計画書の９

ページ収支計画における職員配置計画は、現段階

の職員数をベースに策定しているため、今後の各

職種の職員数の増減、あるいは指定管理者制度移

行後の職員確保状況の結果によっては、職員配置

計画を見直すことがあります。配置計画のことで

すね。 

○源委員長 

まとめてください。まとめてから質疑をお願い

いたします。ほかに質疑はありませんか。 

○兵頭委員 

今ほどの 50 万円の件ですが、以前有田市は恐

らく 100 万円やったと思うんですけど、この

50 万円という金額、どんどん下がっていけると

いう、話になるわけですけど、これの 50 万円の

根拠はどっから来とるわけですか。 

○片山医療対策室長 

50 万円の根拠につきましては、市のほうで指

定管理者制度の運用方針というものがございまし

てその中で 50 万円というのがありますのでそこ

に準じて設定もしております。私のほうで有田市

も確認はしたんですけどもいろいろな条件がある

んですけども、一部修繕機器、備品については、

新たな病院ができるまでは 50 万円というような

設定もしているようなのでそこも参考にさせてい

ただいております。 

○兵頭委員 

実際 50 万円にこだわるわけではないのですが、

それは協会さんが、こういう例があるということ

で示されとるという、それを採用するということ

ですから、変な言い方しますと、言いなりになっ

とるんじゃないかというとこもあります。そこら

辺も、もうちょっと査定する必要があるのではな

いかと思いますけど、50 万円いうたら大概のも

のはもうほとんど市が負担せんといけん形になり

ますが、そこら辺はどうお考えですか。 

○片山医療対策室長 

医療機器については非常に高価なものが多いと

いうところでそういったところも感じるところで

はあると思うんですけども、こちらにつきまして

は公設民営という形なのであくまでも、施設につ

いては市という考え方なので、きっちりこういっ

た場合にはとかっていうものはないんですけども、

こういった形でほかの有田市、もしくはその市の

ほかの指定管理のものも参考に設定をさせていた

だいておりますけども、これは最終的に仕様書と

しては出しておりますけれども今後、協定書とい

うものを策定しますので、そういったところでも

金額面ほかも金額いろいろと出てくると思います

ので、そういったものをしっかり協議をしていき

たいと考えております。 

○兵頭委員 

ぜひ協議できるんであれば、市の態度というの

も、言いなりいうっていうのはおかしいんですけ

ど、そういうのではちょっと通らんのかなと思い

ます。ぜひ市の方針を、協会さんに示して、削れ

るところは削れるという、民営化ですから民間会
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社も儲けなくてはいけませんので、そこら辺は分

かりますけど、丸投げという形に、変な言い方に

なりますけど、ならんようによろしくお願いしま

す。 

○まつもと委員 

計画書の 16 ページなんですが事務費用ですか

ね、事前の事務費用として 1500 万円とあわせて、

この実費額というのが多分この 1500 万円の諸経

費と別に実費額というのを求められていると思う

んですが、現段階でこの実費額っていうのは幾ら

ぐらいと見積もられていますか。 

○片山医療対策室長 

実費額というのがいろいろあると思うんですけ

ども、大きく今協議してる中で考えられてるのは、

もし人数が移行するのにかなり足りない場合とか、

そういったところで早く研修をしないといけない

とか、そういった場合に必要な費用として、考え

られているということを聞いております。まだそ

ういったところが固まっておりませんので幾らぐ

らいというのはちょっと今のところ、分からない

状況でございます。 

○まつもと委員 

すいません分からないところを無理して聞きま

してすいません。もう一つ、野村病院の看多機、

サ高住と私は市長から、確定ではないようにお聞

きしてるのが記憶なんです。やるぞと決めたわけ

ではないようなお話だったと思います。ただこの

計画書のところでは、予定されていると書いては

あるんですがもうやる感じのように見えて、どの

ような話で向こうが理解しているのかと思います。

16 ページだと、完了し機能転換後赤字が３年間

出たら補填してほしいというふうに具体的に書か

れていて、もうすぐやるのか早期に施設改修計画

に着手する必要があると 11 ページにも書いてあ

ります。実際もう既に看多機、サ高住をやるぞと

いうふうに決まっているようなお話で進んでいる

んですか。 

○浅野医療介護部長 

この件につきましては率直に言いますと決まっ

ておりません。あくまでも、協会からの提案とい

うことで、ただ提案をいただいとるという認識で

おってもらったらと思います。 

○山本委員 

様式３号の収益のところなんですが、物差しと

いうか１番基本を令和４年度の実績で出されてる

んですが、７年度、８年度、９年度、７年度から

の後は、事業収益材料費、粗利、商用事業収支、

経常収支、７年度から後ずっと同じ数字が入っと

るんですけども、これは、向こうが入れられたか

らこうなっとるということだけですかね。 

○源委員長 

先ほど冒頭申し上げましたとおり事業計画及び

収支計画は、あくまで協会が出された分なんで根

拠等を尋ねられても、行政としては答弁は出来ま

せんので御承知ください。 

○宇都宮俊委員 

ずっと聞いておりましたが、前回も言いました

がこれ何のために会議やってるのかさっぱり私は

分からんと思います。指定管理者を受け入れる前

提で条件等の話をするんであればいいんですが、

前回も言いましたがこの条件を聞いて 30 床が無

理なら駄目だという意見言われる方おります。こ

の方についてこの条件を幾ら話したってこれは意

味がないと会議として意味がない、先生も来ても

らっておりますが、いろいろ皆さん聞かれており

ますが、本気で指定管理者を受け入れるつもりで

条件の話を聞くんであればいいんですが、細かな

ことを聞いて最終的に、やっぱり無床化になるや

ったらいけない。もうここのとこからはっきりし

ていかないといつまででもこういう会議をやって

て、意味がないと思います。もしやるんであれば、

前向きに、例えば指定管理者を受け入れる前提で、

こういう条件をしてくれたらどうかとか、管理料

をもう少し下げれんかとかいう話をするんであれ

ばいいんですが、この話一晩中やったって前向い

てはいかんのではないかなと。我慢しておりまし

たが言ってしまいました。 

○酒井委員 

これいろんなものを契約するときの一つの、ふ

だんの契約したことがない人たちが今宇都宮委員

が言うたような形になっとるように思うんですよ。

やはり信頼関係を持ちながら、信用しながら話を

進めていく。その中でいろんな問題が起きたとき

は解決する。普通はそんな普通のやり方なんです

よ。民間じゃないからという形ではないんですけ

どやっぱり税金使ってるからとかいうこと言いま

すけど、やはり契約したりお互いが両方が信頼し

合いながら話を進めていく。そして現状の把握を
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どうであるかっていうしっかりやっていく形でな

いといけないと思いますが、もう全部疑義があっ

たらこれ私全部これ仕様書、管理計画、収支計画

書全部見たって、それは理解はしたって納得する

わけじゃない、数字実態の納得の根拠一つずつ聞

きよったっていつまでも切りないですよ。だから、

これはこういう形で契約が仕様書が出されてると。

そしてその代わり公設民営なんで、実際のところ

は、実際話がなったときにはこういう計画で進め

させていただきますが、そのときに、その都度お

互いが信頼し合いながら、話を進めていくという

のが普通の手順なんですけれども、最初からもう

これはどうのこうのっていう話したら１から

10 まで全部質問せんといけんなる。これの根拠

はどうだこれはどうだって、先生が何日出ていっ

て何日いうやつらも外来診療が 115 日何日とか何

日とか全部あるんですよ。そこら辺までやりよっ

たらきりないですよ。だから、信頼関係を持って

やるならやる、そしたら信頼してある。そして信

頼しないんだったら、信頼しないで、これがもと

もと信頼しないということになるんだから。そこ

んとこの信頼関係と信用関係から始まっていくと

いうことになると思います。 

○宇都宮久委員 

１点お尋ねしたいんですけれども、ちょっと私

も、記憶が曖昧なんですが、Ａ案Ｂ案とかが出て

きた時に、看護小規模多機能住宅このあたりのこ

とは市のほうから要望というかこれを、地域医療

振興協会のほうにお願いをしたものなのか、協会

のほうから出てきたものなのか、それはどちらに

なるのか御説明いただいたらと思うんですけれど

も。 

○浅野医療介護部長 

ちょっとこの返答としては微妙なんですけども、

当然、看多機とかサ高住の案が出たその前には、

Ｂ案ということで、野村病院の無床化という形が

出てます。だから、そこの部分で、無床化だけで

はいかんと、そこになくなるかわりに、何らかの

地域の方に公のサービスを、この二つに関して介

護サービスという形になりますけども、何らかの

サービスを提案してもらえないかという形の部分

の話の中で確かにあります。具体的に看多機であ

ったりとかサ高住とかいう案を出してこられたの

は協会です。だから何らかの支援といいますか、

そこのフォローの部分は、何かこう考えないです

かという形でやりとり中で、確かに市と協会とし

たという経緯はございます。 

○宇都宮久委員 

今の御説明やったら野村病院の病床がなくなる

なら、何かほかの方法を提案してくれっていうこ

との中から、出てきた話という解釈でよろしいん

でしょうか。 

○二宮委員 

ちょっと２点お伺いします。先ほど兵頭委員も

言われた、今後の 50 万円以上の場合なんですけ

ども、移行すると事務方は市役所の職員やからこ

っち持ってきますんで、向こうの事務方になると

思うんですけど、例えば今までの市の査定があっ

てみたいなこと購入までの段取り、そういう段取

りの中で、物を例えば医療機器とか購入するよう

なふうになるのか、向こうはこれ必要やけんこれ

買ってくださいみたいに言うたら、はいはいみた

いな感じになるのかというのが１点。今ここに書

いてある指定管理料の 4 億 8000 万円。これは、

こちらからの仕様書に対して収支計画が出とると

いうことなんですけれども、今回の指定管理の議

案が通れば、もうこの 4 億 8000 万円で決まりな

のか、まだいろいろ交渉して、下がることもあっ

たり上がることもあったりするのかと、この２点

だけ。 

○片山医療対策室長 

最初の１点目の購入について、私のほうからち

ょっとお答えをさせていただきます。こちらにつ

いてはまだはっきり今後決めていく形になると思

うんですけども、基本的には今の考えでは市が購

入するような形にはなろうかと思うんですけども、

ただ、医療機器とかそういったものは緊急を要す

る場合もあるかと思いますので、そういった場合

には、ある程度金額を決めて先に指定管理者が買

えるような形、融通がきくような形で、協定書と

か、そういった決め事をしないといけないかなと

いうふうに考えております、今のところはそうい

ったところでございます。 

○浅野医療介護部長 

２点目の 4 億 8000 万円なんですけども、これ

につきましてはあくまでも、現時点で協会から提

案があった金額ということでございます。当然こ

のベースになる決算とかいうのも市の令和４年度
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決算をベースにしてます。だからそこらの数字の

精査も、協会自体もまだ出来てませんので、まだ

そこも上がっておりませんし、１番はやっぱり人

員がどれぐらい残るかとか、そういうことによっ

て事業計画が多少変わってくる部分があろうかと

思いますんで、そこら辺を加味した中で、最終的

には協定書、契約書を結ぶときにそこはうたわれ

るか方向性が示されるものだと思っております。 

○大森委員 

この事業計画書の 13 ページ。どれだけ事業計

画書の中にこれをお願いします、これ市のほうに

お願いしますということが出ているかということ

をちょっとここに、ちょっと今から報告聞いてい

ただきたいんですが。それを市として了解をして

おられるのかということを。13 ページの 16 経営

移行について、まつもと委員、加藤委員が御指摘

されたかもしれませんがダブるかもしれません。

16 の経営意向について②短期間における準備並

びに３施設同時の移行のため、真ん中飛ばします

ね、当方の資金のみでは不足するため市からの財

政的支援をいただきますようお願いをいたします。

③現地事務所及び事務所の備品、事務什器など、

可能な限り市からの貸与いただきますようお願い

いたします。それから 16 ページ（３）指定管理

料について、これちょっと先ほどまつもと委員言

われたかもしれません。（２）移行準備に必要な

作業費用について、職員確保に係る費用におきま

しては、移行を希望される職員数によるため、実

際に作業に要した費用実費額に対して御支援いた

だきますようお願いいたします。また上記とあわ

せ現地事務所において実施する作業に必要な費用

として 1500 万円を御支援いただきますようお願

いいたします。（３）指定管理料について、政策

医療等の対価として、年間 4.8 億円の運営交付金

の交付をお願いいたします。ちょっと二行飛ばし

まして機能転換後３年間までの間、赤字となった

場合の補填措置のお願いいたします。これだけお

願いいたしますということをこの事業計画書の中

で、報告をされているわけですがこれも全て、市

としては理解をされとるということでしょうか。 

○浅野医療介護部長 

理解をしとるといいますか向こうから提案がさ

れてきた要望という形ある意味そう感じておりま

すので、先ほどの 4 億 8000 万円も一緒ですけど

も、現時点で向こうからこれぐらいお願い出来ま

せんかと、こういった機器の要望も出とるという

ことで、それは全て聞いておりますけども、それ

を全て答えるという話ではございません。これか

ら、物事が進むにつれてそこは上手に答えを出し

ていかんといけませんけども、全てこれを理解し

た上で進めているという話ではないです。 

○源委員長 

先ほど宇都宮委員からもございましたが、あく

までここは質疑の場でございます。皆さんそれ当

然賛否があるのは理解いたします。ただ、この質

疑というのはあくまで議案に対する賛否を判断す

る材料を聞くのが、この質疑の場でございます。

こういった討論や賛成反対については、先ほども

申し上げましたが、来週金曜日 21 日開会予定の

第５回委員会のほうで、十分時間をとりたいと思

いますので、あくまで質疑ということにお願いを

したいと思います。 

○加藤委員 

ちょっと分からないので全体的なことで教えて

いただきたいんですけれども、この地域医療振興

協会は、たくさん指定管理を受けておられるとい

うことも確認しております。そして、先ほど、菊

池院長もおっしゃったように、大変立派なとこで

あるっていうのも理解しとるんですけれども、こ

うやって、いつも管理に係る事業計画書がいろん

な病院に出されていると思うんですけれども、指

定管理をするときにはこういうふうに、そのとき

にはこういうようなお願いします的なところがほ

かの指定管理を受ける病院のところにもこういう

ふうな文言に大体なっているんでしょうか。大体

その辺は確認されているのではないかと思ってち

ょっとお聞きいたします。 

○片山医療対策室長 

大体は聞いておりますけども、全部見せてもら

ったわけではございませんので全部確認まではし

ておりません。 

○酒井委員 

これ非常にやる話とかやらん話ですると問題あ

るんですけども、やはり１番は私は研修に行った

ときでも、これをつかさどる先生なんですよ。菊

池先生、大塚先生おられますけども、どちらにし

ても、先生の能力っていうかそういう統括能力っ

てのは、全部出てくる。有田行ったときも、もう
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すばらしい人を別なところから呼んでる。そこら

辺をこれからも考慮しながら進めていただきたい。

どちらにしても指定管理になろうがなるまいが、

やはりそこんとこの責任のパイプを大きくする、

そういう組織をやっていただきたいなと思います。

そして私は４月から浅野部長が病院のほうに、入

ってるというのも最近になって聞いて、早く一本

化して窓口をスムーズな形で情報とか交換とかい

ろんなものが流れるような形に今度したのかなと

いうように解釈しておりますので、その辺りの情

報だとか、そういう人的交流だとか、こういう話

にしても、スムーズに病院側と理事者側が、予算

の関係でもスムーズに流れるような形にしていた

だきたい。そして看護師の管理にしても、浅野部

長らがするわけじゃないんで、その辺りも結局パ

イプをしっかりできるようにしていただきたいな

と思っております。これらも、どちらの組織にな

ろうと、これが１番大事だと思いますんで、やは

り公設民営なんで、その情報が流れたり、意思疎

通がしっかりする、そこにおいて信用と信頼があ

って、事業主体を進めていくという体制をとって

いただきたいと思います。 

○大森委員 

公立病院を指定管理者制度導入による公設民営

化にするという本当に大きな問題を今議論をして

おります。そこで私たちは市民の代表である議員

が、この場で疑問点を出し、今議論をしてるわけ

で私もこういうことは市が御納得されてるんです

かとか疑問に思っていることを出させていただい

ております。判断をするのに疑問なことを今聞か

せていただいております。この会議ではこの会議

ではというのはなくて、十分皆さんが疑問に思っ

てることを出し合って、会議で出し合ってやって

いくということは、何かおかしいでしょうか。 

○源委員長 

私冒頭申し上げたと思うんですが、収支計画や

業務計画については、あくまで指定管理を受けら

れる協会のほうが提出されてるんで、それについ

て答弁難しいことがありますというふうな話をさ

せていただいたと思います。大森委員来週月曜日

一般質問を控えられてると思いますし、はっきり

言うと先ほど酒井委員が言っていただいたんです

けれども、一つ一つ多分疑問解消しようとすると、

この委員会どころか多分日が、いくらあっても足

りないというのは正直思います。その辺りについ

ては、この委員会でも、委員会もちろんそうなん

ですがあくまで、今両院長傍聴していただいてお

るんですけれども、限られた時間の中で最大限の

効果を出すというのはこの委員会の仕事だと私思

っておりますので、私の裁量で進めておりますの

で御理解をいただきたいと思います。 

○竹﨑委員 

心配しとったことは、出ておりますので、一つ

は、医療事故への対応、これについては、15 番

のところですかね、危機管理の中で明記されてま

す。それから、そのときのリスク分担、このこと

については、少し明確性がないんですがこれただ、

向こうから出されたもので、ここでその内容につ

いてはここで追及しても難しいと思われるのでか

まわなんだら、１番我々心配しとるのは、お任せ

したときに、やはりこの危機管理上のリスク分担、

このことを大体どこも明確にされてます。ちょっ

とその文字数が足りないような気がするのでもし

構わなければ聞いとっていただけませんか。危機

管理の際のリスク分担です。15 番のところ。 

それともう一つだけ。前見せていただいたこの

資料、半分の議員が行って視察された有田市民病

院、有田のほうは指定管理料は幾らでされてます

か。 

○片山医療対策室長 

2 億 5000 万円と聞いております。 

○竹﨑委員 

私たちのところは 4 億 8000 万円。指定管理と

した場合、5 億 2600 万になってるんですが、こ

の金額の差はどの辺から出たのか答えにくいかも

しれませんけど、もしかまなんだったら、そこの

ところ私が調べた範囲は 3 億円台から、大体 2 億

円から 3 億円台なんですが、なぜ私たちの市がこ

んなにはね上がってるのかを知りたいわけです。 

○源委員長 

これについては対策室が個別に竹﨑委員にお知

らせしたりするということで今言いましたのでよ

ろしくお願いいたします。 

○大森委員 

収支計画についてちょっと分からないので教え

ていただきたいんですが。 

○源委員長 

すいません、申し訳ない。時間がないとおっし
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ゃられるけどこの資料６月３日にあったわけです

よ。もしそういうの分からない点等があれば、直

接答えていただいて構いませんか。収支計画です

よね。 

○浅野医療介護部長 

収支計画のどこの部分でございますか。 

○大森委員 

設備関係費です。設備関係費で令和４年度実績

が 4 億 5500 万円。計画としては 1 億 7700 万円、

極端に下がってるんですがこの理由を教えていた

だきたいなと思いました。 

○浅野医療介護部長 

多分これ財政のほうで確認した数字でですね、

確認させてください。 

○源委員長 

先ほど申し上げましたが、来週の６月 21 日金

曜日午前９時より、議案第 65 号の議案審査をこ

の委員会で行います。皆さん、賛否はそれぞれあ

るのは十分承知しております。様々な立場からの

発言があると思いますが、お互いの立場を尊重し

ながら疑問点については、前回の厚生常任委員会

で行われたような、いわゆる議員間討議の場で、

様々な討議、疑問等の話が、議員の中でするのが

私はもう今回はこの問題については最適だと思っ

ております。 

確かに、この収支計画や事業計画疑問に思われ

る点、大森委員も当然だと思いますが、あと１週

間時間がございます。その間医療対策室のお２人

プラス２名には大変御迷惑かけると思うんですが、

できる限り委員からの質疑等については、できる

範囲でまたお答えをいただければ幸いに思います

ので、よろしくお願いをいたします。以上をもち

まして、質疑を終結したいんですがよろしいでし

ょうか。 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

それでは続きまして（3）その他に移りたいと

思います。 

○兵頭委員 

二次救急の件ですが、以前ある方と話しよった

ら、ずっと以前になるんですけど、八幡浜大洲圏

内との医療をお互い様でやりませんかという話が

出とったと思います。西予市はその当時、そんな

に人的なもんも人口も減ってないということで蹴

ったといいますか、八幡浜大洲圏内の二次救急は

自分とこでやりますというふうな話があったと思

いますが、それを考えて市長に以前ちょっと話し

たときに、それはまだ出来ませんという話をされ

たんで、そこら辺のちょっと、ちょっとどうして

入れんのかなという、市長が頭下げていけばいい

んじゃないのかという私の簡単な考えで思ってる

んですけど。 

○浅野医療介護部長 

今二次救急の集約の中で、例えば、今野村病院

が出来なくなってるのを踏まえて、例えば外科も

含めて例えば周りのできるとこにお願いしたらい

いんじゃないかとかいう形の、西予市が出来ない

んやったらもう周りの医療圏の中に、広域を前提

としてお声掛けしたらいいんじゃないかという意

見はよく聞きます。ただ私も経験は少ないですけ

ども、冒頭に言われた、いつ頃二次救急の輪番の

話があって、病院のほうでちょっとはねたという

たら、言葉は悪いですけども菊池院長もし、御存

じだったらまた後でもちょっとお聞きしたらと思

うんですけども、基本的に私もいろんな話する機

会で、医療圏の会議、西予市は八幡浜大洲医療圏

の中に含まれております。宇和島圏域とは別です。

その中で、会議した中でやはりどこもやっぱり二

次救急の集約というのは非常に頭を悩ましている

現状がございます。そういう状況はありながら、

西予市の中では、そういったことで、市内でやる

ということで多分輪番加わらなかったと思うんで

すけども、まずは、保健所長さんと話す中で、や

はり西予市の中でまずは、二次救急の集約を進め

るべきだという形の御意見はいただいてます。そ

れを踏まえた中で、対応出来なかった場合には、

ほかの大洲であったり八幡浜であったりとかいう

形の過程を踏んでなるべくやってもらうようにお

願いするというのが筋で、やはり西予市の中のま

ずは野村と市民病院、これは早くから言われてま

すけどそこの二次救急の集約をするのがまずさっ

きほかにお願いしにまわる前に、まず自分とこで

しっかりせいということだと思いますけども、調

整せいということだと思いますがそういう背景が、

あるということを御認識いただきたいと思います。

必ず話の中で、よそに頼み行ったらいいんじゃな

いかいう形の方言われる方おられるんですよ。そ

ういうものじゃないと、やっぱり医療圏ってのは
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それぞれの地域を守る仕組みづくりになってます

ので、そこをしっかり、まずは自分とこでやれる

ように頑張って協議していくということが大切か

と思っております。ちょっとすいません、最初の

冒頭の経緯、もし、菊池院長が御存じであれば。 

○菊池西予市民病院院長 

そのことを僕は知らないです。正式な話は全く

知らないんですね。ですから、もっと言うと今、

八幡浜大洲も両方が押しつけ合ってるぐらい相当

ぎりぎりでやってるとこなんでそこにうちらが入

り込むのはなかなかこれはもっと厳しいので、広

域に入ると相当ハードルが高いと思ってます。で

すから今浅野部長言われたように、何とかうちで

やれるとこやってここはお願いしますとかいうふ

うに部分的にお願いするとかそういうふうにやら

ないと多分、輪番に入ってしまうのは、この両方

が潰れてしまうんじゃないかなと、僕の感じです

けど、そんな思います。 

○山下委員 

先ほど１番最初に菊池先生言われたように、市

民の方々が、情報、本来の情報がなかなか伝わっ

てない。これ危惧されていたのが、私も本当に実

感します。実際に私たち議員ですよね。住民の

方々の意見を吸い上げて、ここへ持ってくるって

のは当然私たちの義務だと思います。ただ、逆に、

この特別委員会の中で、議員いろいろ今まで勉強

されてきたと思います。いろんな状況のことを把

握してるのは議員が１番正確な情報が入ってるん

じゃないかと。それはそれぞれ個人個人の判断の

中で消化していきながら、市民の方々にお返しを

するというのが私の議員としての義務だと思って

ますので、この情報について一般の市民の方々が

知らない一つの原因としては、私も含めてですよ。

市民の方々に訴えていく。こういうふうな現状な

んです。それは賛成反対関係なく、こういうよう

な情報が入ってます。それをお伝えするのは、私

あるいは我々の役目じゃないかと思ってますので、

その１点だけ、発言させていただきたかった。 

○源委員長 

ほかに。ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○源委員長 

それでは、以上で予定しておりました議題終わ

りましたので、委員会を終了したいと思います。 

○河野副委員長 

以上をもちまして第４回の地域医療と西予市立

病院等の在り方調査特別委員会を終了いたします。 

 

 散会 午後３時25分 
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